
八潮市告示第 ３８９  号 

 八潮市ごみカレンダー広告掲載取扱要綱を次のように定める。  

  平成２８年７月１３日 

八潮市長 大 山  忍    

 

八潮市ごみカレンダー広告掲載取扱要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、八潮市ごみカレンダー（以下「ごみカレンダー」と

いう。）に掲載する広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（広告の規格等）  

第２条 広告の規格は、１枠当たり縦２．５センチメートル、横１１セン

チメートルとする。  

２ 広告を掲載する位置及び募集する枠の数は、市長が別に定めるものと

する。 

（広告の募集及び掲載）  

第３条 広告の募集は、広報やしおで行うものとする。 

（掲載に適さない広告） 

第４条 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、掲

載しない。  

 ⑴ 法令に違反し、又はそのおそれがあるもの  

 ⑵ 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの  

 ⑶ 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの  

 ⑷ 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの  

 ⑸ 人権侵害若しくは差別となるもの又はそのおそれがあるもの  

 ⑹ 他人を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの  

 ⑺ 投機心若しくは射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの  

 ⑻ 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのお

それがあるもの  

 ⑼ 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの  

 ⑽ 前各号に掲げるもののほか、ごみカレンダーに掲載する広告として

適当でないと市長が別に定めるもの 

（広告掲載料）  



第５条 広告掲載料は、広告枠１枠当たり５万円とする。  

（掲載申込み）  

第６条 広告の掲載を希望する者（第８条において「申込者」という。）

は、八潮市ごみカレンダー広告掲載申込書（様式第１号）に広告の原稿

を添えて、市長に申し込まなければならない。  

（掲載決定の順序） 

第７条 前条の規定による申込みのあった広告が募集する枠の数を超える

場合は、次に定める順位により掲載する広告を決定する。この場合にお

いて、同一の順位のものからの申込みにより募集する枠の数を超えたと

きは、抽選により決定するものとする。  

 ⑴ 第１順位 国若しくは地方公共団体が出資し、又は出えんする法人

及び団体の広告  

 ⑵ 第２順位 公益法人及び公益的団体の広告（前号に掲げるものを除

く。） 

 ⑶ 第３順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告  

 ⑷ 第４順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務

所等を有するものの広告（前号に掲げるものを除く。）  

 ⑸ 第５順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務

所等を有しないものの広告（第３号に掲げるものを除く。）  

 ⑹ 第６順位 前各号に掲げるもの以外の広告  

（掲載の決定）  

第８条 市長は、第６条の規定による申込みがあったときは、次条に規定

する審査委員会による審査の上、掲載の可否を決定し、申込者に対し、

その決定の内容を八潮市ごみカレンダー広告掲載・不掲載決定通知書（

様式第２号）により通知するものとする。 

（審査委員会）  

第９条 市長は、第６条の規定による申込みのあった広告の掲載の可否に

ついて審査を行うため、八潮市ごみカレンダー広告審査委員会（以下「

審査委員会」という。）を置く。  

２ 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。  

３ 委員長は生活安全部副部長をもって、副委員長は生活安全部環境リサ

イクル課長をもって充てる。  

４ 委員は、企画財政部企画経営課長、企画財政部秘書広報課長、企画財



政部財政課長をもって充てる。  

５ 審査委員会の庶務は、生活安全部環境リサイクル課において処理する。  

（広告掲載料の納付） 

第１０条 第８条の規定により広告掲載の決定の通知を受けた者（次条及

び第１２条において「広告主」という。）は、指定された期日までに、

広告掲載料を納付しなければならない。  

（広告掲載の決定の取消し等）  

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催

告その他何らの手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消すこと

ができる。  

 ⑴ 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。  

 ⑵ その他広告掲載に支障があると市長が認めるとき。  

２ 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合において広告主に損害

が生じても、市はその賠償の責めを負わない。  

３ 既に納付された広告掲載料は、返還しない。  

（広告主の責務）  

第１２条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。  

２ 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。  

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年８月１日から施行する。  

 



様式第１号（第６条関係） 

 

八潮市ごみカレンダー広告掲載申込書  

 

  年  月  日   

 

（宛先）八潮市長  

 

住所         

（申込者） 氏名                  

   電話                  

    FAX                  

 （法人等にあっては、事業所の所在地、名称  

及び代表者の氏名を記入してください。）  

 

      担当者氏名             

 

八潮市ごみカレンダーに広告を掲載したいので、広告の原稿を添えて

、次のとおり申し込みます。  

 

 

掲載希望枠  

         枠 

 

（１枠の大きさは、縦２．５cm、横１１．０cmです。） 

 



様式第２号（第８条関係） 

 

八潮市ごみカレンダー広告掲載・不掲載決定通知書  

 

 

年  月  日   

 

         様 

 

 

八潮市長          印   

 

 

   年  月  日付けで申込みのあった八潮市ごみカレンダー

広告掲載の可否について、次のとおり決定しましたので通知します。  

 

決定内容 

□ 掲載します  

 

□ 掲載しません  

（理由） 

掲載枠数          枠 

掲載料 

 

        円（      円×  枠） 

 

 

 


